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【手続補正書】
【提出日】平成29年11月20日(2017.11.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無加圧条件下で９０ｇの人工尿を５．０ｇ／秒の速度で通液させたとき、構成繊維の親
水性が互いに異なる第１領域及び第２領域が厚み方向に沿って生じるようになされている
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不織布であって、
　第１領域は前記不織布の表面を含む領域であり、第２領域は前記不織布の厚み方向に沿
って見たときに、第１領域に隣接する領域であり、
　人工尿の通液後において、前記親水性を水との接触角で表したとき、第１領域の構成繊
維の接触角の方が、第２領域の構成繊維の接触角よりも大きく、
　人工尿の通液後において、第１領域の構成繊維の接触角と、第２領域の構成繊維の接触
角との差（前者－後者）が、５度以上３０度以下であり、
　人工尿の通液前において、第１領域の構成繊維の接触角の方が、第２領域の構成繊維の
接触角よりも大きい、不織布。
【請求項２】
　無加圧条件下で９０ｇの人工尿を５．０ｇ／秒の速度で通液させたとき、構成繊維の親
水性が互いに異なる第１領域及び第２領域が厚み方向に沿って生じるようになされている
不織布であって、
　第１領域は前記不織布の表面を含む領域であり、第２領域は前記不織布の厚み方向に沿
って見たときに、第１領域に隣接する領域であり、
　人工尿の通液後において、前記親水性を水との接触角で表したとき、第１領域の構成繊
維の接触角の方が、第２領域の構成繊維の接触角よりも大きく、
　人工尿の通液前において、第１領域の構成繊維の接触角は、８１度以上であり、
　人工尿の通液前において、第２領域の構成繊維の接触角は、７５度以下であり、
　人工尿の通液前において、第１領域の構成繊維の接触角の方が、第２領域の構成繊維の
接触角よりも大きく、
　第２領域の人工尿の通液前接触角と人工尿の通液後接触角の差が１１．４度以上１３．
９度以下である、不織布。
【請求項３】
　第１領域及び第２領域の構成繊維にそれぞれ繊維処理剤が施されており、
　前記繊維処理剤に主成分が２種以上存在する場合には、いずれの主成分に着目した場合
であっても、第１領域と第２領域とで、主成分が相違している請求項１又は２に記載の不
織布。
【請求項４】
　第１領域及び第２領域の構成繊維にそれぞれ繊維処理剤が施されており、
　第２領域の構成繊維に施されている前記繊維処理剤の主成分が親水基を有するポリオル
ガノシロキサンである請求項１ないし３のいずれか一項に記載の不織布。
【請求項５】
　第２領域の構成繊維には、第１領域の構成繊維に施されている前記繊維処理剤の主成分
と異なる主成分が４０質量％以上施されている請求項３又は４に記載の不織布。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか一項に記載の不織布を備え、該不織布における第１領域を
着用者の肌に対向するように配した吸収性物品。
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